
　(１)　職員の採用及び退職の状況

22年度採用者数

０人

　(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由

対前年

平成２２年 平成２１年 増減数

議会 1 1 0

総務 11 11 0

税務 2 3 -1

民生 7 8 -1

衛生 4 4 0

農林
水産

2 2 0

商工 5 6 -1

土木 5 4 1

計 37 39 -2

6 6 0

43 45 -2

1 2 -1

1 2 -1

4 4 0

6 8 -2

49 53 -4

[　７４　］ [　７４　］ [　０　]

（注）１

2

3

 （３）一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月1日現在）

職員数 構成比

２人 5.4%

４人 10.8%

１１人 29.7%

１２人 32.4%

６人 16.2%

２人 5.4%

（注）１　麻績村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　　　３　任期付職員が含まれていません。

　（１）人件費の状況（普通会計決算）

区分 実質収支 人件費　B 人件費率　　B/A
（参考）

20年度の人件費率

千円 千円 ％ ％

102,228 404,032 12.3 15.57

業務見直しによる減

休職に対する補充

主事

業務見直しによる減

標準的な職種内容

水道

合計

普通会計部門

　職員数は一般職に属する職員数です。

その他

松本広域連合派遣による減

業務見直しによる減

退職不補充による減

６級 重要な業務を行う課長

　教育部門

下水道

小計

小計

公営企業等会計
部門

区分

　[　　　　]内は、条例定数の合計です。

麻績村の人事行政の運営等の状況について

21年度

住民基本台帳人口
（2１年度末）

人

3,103

歳出額　A

千円

3,284,367

一般行政部門

３人

部門

３人減

（各年４月１日現在）

区分 　　職員数
主な増減理由

　「麻績村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員数及び職員の給与・勤務条件など
について公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況

21年度退職者数 増減

２．職員の給与の状況 

５級 課長

４級 係長

３級 主任

１級 主事補及び主事

２級

　任期付職員が含まれています。



　（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

職員数

A 給料 期末勤勉手当 計　　B

人 千円 千円 千円 千円 千円

44 143,738 59,882 224,931 5,112 5,607

（注）　 １　職員手当には退職手当をふくまない。

２　職員数は、平成22年４月１日現在の人数である。

　（３）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月1日現在）

①一般行政職

４４．５歳 350,380円 343,031円

４５．６歳 418,807円 389,151円

４１．９歳 ー 395,666円

４２．９歳 353,550円 346,037円

②技能労務職

５５．０歳 2 245,500円 251,500円 250,688円

５０．８歳 195 309,211円 341,044円 340,843円

４９．３歳 3,955 284,514円 ー 322,291円

４９．３歳 3 284,301円 305,261円 301,251円

　（４）職員の初任給の状況

大学卒

高校卒

高校卒

中学卒

　（５）職員の手当の状況

①　期末手当・勤勉手当

期末手当    期末手当    勤勉手当    期末手当    勤勉手当    

３．０月分 ３．０月分 １．５月分 ３．０月分 １．５月分

国

１７２，２００円

１４０，１００円

ー

325,579円

315,994円

352,827円

平均給与月
額　（国ベー

ス）
平均給料月額

平均給与月
額　A

１２１，６００円

　・　管理職加算　15～25％

ーー

職制上の段階、職務の級等
による加算措置

国

（20年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・　役職加算　　　　５～２０％

１４０，１００円

１２１，６００円

314,900円

・　管理職加算　　　　　 　無し

　・　役職加算　　　5～20％

区分
給与費 一人当たり

給与費B/A

区分 平均年齢

（参考）類似団体
平均一人当たり

給与費

21年度

平均給与月額
平均給与月
額　（国ベー

ス）
平均給料月額

千円

21,311

麻績村

長野県

国

類似団体

国

職員
数

（人）
区分 平均年齢

麻績村

長野県

職員手当

類似団体

１７５，６００円

１４２，３００円

１３７，２００円

区分 麻績村 長野県

一般行政
職

技能労務
職

１７２，２００円

（20年度支給割合）

麻績村

（20年度支給割合）

長野県

　・　管理職加算　　１０～２５％

勤勉手当    

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置

１．５月分

職制上の段階、職務の級等による加算
措置

・　役職加算　　　　５～１５％



②　退職手当（平成２２年４月1日現在）

（支給率） 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 ３０．５５月分 勤続20年 ２３．５月分 ３０．５５月分

勤続25年 ４１．３４月分 勤続25年 ３３．５月分 ４１．３４月分

勤続35年 ５９．２８月分 勤続35年 ４７．５月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

③　その他の手当（２２年４月１日現在）

     加算した額

１１月から翌年３月までの期間内における各月の初日において在勤する職員に支給

・扶養親族のある世帯主１７，８００円

・扶養親族のない世帯主１０，２００円

片道　2㎞以上5㎞未満　2,000円　　5㎞以上10㎞未満　4,100円　　10㎞以上15㎞未満　6,500円　　15㎞
以上20㎞未満　8,900円　　20㎞以上25㎞未満　11,300円　　25㎞以上30㎞未満　13,700円　　30㎞以上
35㎞未満　16,100円　　35㎞以上40㎞未満　18,500円　　40㎞以上45㎞未満　20,900円　　45㎞以上50㎞
未満　21,800円　　50㎞以上55㎞未満　22,700円　　55㎞以上60㎞未満　23,600円　　60㎞以上　24,500
円

・扶養親族としての子のうちの満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の

・借家・・・月額１２，０００円を超える家賃を支払っている職員に支給

ァ　家賃が月額２３，０００円以下　月額家賃から１２，０００円を控除した額

イ　家賃が月額２３，０００円以上　月額家賃から２３，０００円を控除した額の２分の１を１１，０００円に

  最初の３月３１日までの間 ５，０００円加算

・交通機関等利用者・・・支給単位期間の通勤に要する運賃等相当額（１箇月当たり限度額５５，０００円)

・その他７，３６０円

１日につき６，６２０円以内

災害派遣手当

災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は他の地方公共団体

から派遣された職員で住所又は居所を離れて本村に滞在することを要する者に対して支給

寒冷地手当

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給

・配偶者１３，０００円

・配偶者以外６，５００円（職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち１人については１１，０００円）

住居手当

通勤手当

・自動車等利用者

時間外勤務手当
正規の時間外に勤務することを命ぜられた職員に対し、１時間の時間外勤務につき勤務1時間当たりの
給与額に100分の125から100分の150を乗じて得た額を支給

特殊勤務手当 マイクロバス（大型バスを含む）運転手当

国麻績村

手当名

３３．５月分

４７．５月分

５９．２８月分

（その他の加算措置）　　定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

２３．５月分

内容及び支給単価

（その他の加算措置）　　定年前早期退職特例
措置（２％～２０％加算）

自己都合

休日勤務手当
祝日法による休日等及び年末年始の休日等において勤務することを命ぜられた職員に対し、休日勤務１
時間につき勤務１時間当たりの給与額に100分の125から100分の150を乗じて得た額を支給

夜間勤務手当
正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対し、夜間勤務１時間
につき勤務１時間当たりの給与額の100分の25を支給

管理職手当 管理または監督の地位にある職員　　６級２９，８００円　　５級２８，２００円

宿日直手当 １回につき４，２００円

管理職員特別勤務手当
管理職が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは
年末年始の休日等に勤務した場合は１回につき８，０００円を超えない範囲で支給



③　特別職の報酬（２２年４月１日現在）

村長

副村長

議長

副議長

議員

村長

副村長

議長

副議長

議員

（支給時期）

村長
任期毎

副村長
任期毎

備考

（注）　１ 

2

おける退職手当の見込額です。

(１)　職員の勤務時間

勤務時間　　８時３０分～１７時１５分

休憩時間　１２時～１３時

宿日直　土・日・祝祭日等

(2)　職員の年次休暇取得状況 (平成２２年）

・１人当たり取得日数・・・５．０日

(3）　職員の育児休業の取得状況

 平成22年度に育児休業を取得した職員・・・２人

　（２１年度支給割合）

３．３月分

　（２１年度支給割合）

（１期の手当額）

（２２４，０００円）

３．３月分

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（算定方式）

報酬

（２９９，０００円）

給料

２７５，０００円

（８００，０００円）

５３５，０００円

（６６１，０００円）

２２８，０００円／９７，０００円

（２０２，０００円）

２０６，０００円

（参考）類似団体における最高／最低額

給料月額等

　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

区分

退職手
当

６３０，０００円
７６８，０００円／３２７，５００b円

１８６，０００円

２５１，０００円／１１５，０００円

　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４９月）勤めた場合に

３０７，０００円／１５０，０００円

６３４，０００円／４２０，０００円

期末手
当

800,000円×勤続月数×
44/100

661,000円×勤続月数×
26/100

17,248,000
円

8,421,140円



・分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員になされる処分である

平成22年度分限処分件数・・・３人（休職）

・懲戒処分とは、職員の義務違反等になされる処分である

平成22年度懲戒処分件数・・・０人

①職員の健康診断の状況（平成２２年度）

人間ドック受診者・・・３０人

健康診断受診者・・・　１２人

②職員互助会の設置及び活動状況（平成２２年度）

・地方公務員法第４２条に基づき、職員の健康増進、その他福利厚生に関する事業を実施するため

麻績村職員互助会を設置している。

（単位；　円）

（単位；　円）

差引残高 508,501 円

合計 2,316,620

村互助会退会餞別金 60,000 　２件　

総会 244,920

職員への給付金 976,000
退職3件、結婚祝金１件、入学祝金1件、卒業祝金4件、死
亡弔慰金7件、脱会一時金１件

職員への助成金 250,000 県互助会からのリフレッシュ助成金

県互助会掛金 591,300

自治労共済掛金 194,400

支出の部

科目 金額 説明

預金利息

行事参加会費等

　８件　県互助会からの給付金

平成２２年度麻績村職員互助会収支報告書

収入の部

利息 103

雑入 43,800

長野県市町村職員互助会助成金

合計 2,825,121

リフレッシュ助成金 250,000 長野県市町村職員互助会助成金

体力向上助成金 54,000

461,907

村互助会掛金 253,611

県互助会給付金 976,000

県互助会掛金

会員数５４名

説明

５．職員の福利及び利益の保護の状況 

科目 金額

前年度繰越金

４．職員の分限および懲戒処分の状況 

591,300 会員数５４名

自治労共済掛金 194,400 会員数５４名



（単位；　円）

200,000

600,000

（単位；　円）

予備費 340,000

③公務災害等 （平成２２年度）

・公務により生じた災害の認定件数・・・１件

・通勤途上の災害の認定件数・・・０件

④不利益処分に関する不服申立ての状況（平成２２年度）

・勤務条件に関する措置の要求・・・０件

・不利益処分に関する不服申立て・・・０件

平成２３年度麻績村職員互助会収支予算書

収入の部

科目 金額 説明

前年度繰越金 508,501

自治労共済掛金 200,000 会員数５５名

互助会費

県互助会掛金

会員数５５名

会員数５５名

県互助会給付金 500,000 県互助会からの給付金

体力向上助成金 55,000 長野県市町村職員互助会助成金

利息 1,499 預金利息

健康増進助成金 125,000 長野県市町村職員共済組合助成金

リフレッシュ助成金 250,000 長野県市町村職員互助会助成金

雑入 30,000 行事参加会費等

合計 2,470,000

支出の部

職員への助成金 430,000 県互助会からのリフレッシュ助成金他

科目 金額 説明

県互助会掛金 600,000

自治労共済掛金 200,000

職員への給付金 500,000 退職他

300,000

村互助会退会餞別金 100,000

合計 2,470,000

総会


